
※大規模敷地における良好な建築計画に対する特例（敷地のとらえ方等） 

   建築基準法８６条認定の場合、当該認定区域（     ）で適用する。 
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前回の指定方針（案）説明 

●一棟ごとの敷地（仮想敷地     ）を敷地規模 

（２，０００㎡、５，０００㎡）とし、その敷地に 

外壁後退などの緩和条件を適用する。 
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都市計画原案 

●８６条認定区域（     ）を敷地規模（ 

  ２，０００㎡、５，０００㎡）とし、敷地全体 

  に外壁後退などの緩和条件を適用する。 

 

  ※ 上図は、絶対高さ制限が２３ｍの場合を例にして、比較したもの。 


